
１０Ａ 資産流動化（新ＳＰＣ、ＳＰＴ）関係

「資産の流動化に関する法律」（以下「法」という。）の規定に基づく特定目的会社及び

特定目的信託等に関する事務処理については、以下のとおり取り扱うものとする。

10Ａ－１ 業務開始届出、特定目的信託契約締結届出、変更届出等関係

10Ａ－１－１ 管轄財務局長権限の一部の管轄財務事務所長等への内部委任

特定目的会社及び特定目的信託契約の受託者たる信託会社等の本店の所在地が財務事務所

又は小樽出張所若しくは北見出張所の管轄区域内にある場合においては、管轄財務局長（福

岡財務支局長を含む。以下同じ。）に委任した権限のうち当該特定目的会社又は信託会社等

が提出する届出書等の受理に関する権限は、当該財務事務所長又は小樽出張所長若しくは北

見出張所長に行わせることができるものとする。

なお、これらの事項に関する届出書等は、管轄財務局長あて提出させるものとする。

10Ａ－１－２ 業務開始届出及び特定目的信託契約締結届出の受理

(1) 法第３条の規定に基づく特定目的会社に係る業務開始届出書及び法第１６４条の規定に

基づく特定目的信託に係る特定目的信託契約締結届出書（以下「業務開始届出書等」とい

う。）の提出については、下記 の確認及び受理日の確定を行う必要があることから、財

務局長（業務開始届出等の受理に係る権限が財務局長より内部委任されている財務事務所

長又は小樽出張所長若しくは北見出張所長を含む。以下「管轄財務局長等」という。）に

原則として直接提出されたものを受付けるものとする。

(2) 業務開始届出書等の提出があった場合には、特定目的会社に係る業務開始届出書につい

ては別紙様式１［特定目的会社 届出書類チェックリスト］に従い、特定目的信託契約締

結届出書については別紙様式２［特定目的信託 届出書類チェックリスト］に従い、当該

届出書の記載事項及び添付書類に不備がないことを確認し、受理するものとする。

(3) 受理した業務開始届出書等については、副本に受理印（受理年月日、受理番号の入った

もの）を押して届出者に返却し、正本にも同じ受理印を押して保管する。

① 受理番号は、特定目的会社に係る業務開始届出書と特定目的信託に係る特定目的信託

契約締結届出書のそれぞれにつき、管轄財務局長ごとに受理した順に１号から一連番号

とするものとする。
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② 受理番号の（ ）書きには、特定目的会社に係る業務開始届出書にあっては「会」と

、特定目的信託に係る特定目的信託契約締結届出書にあっては「信」と記入するものと

する。

③ 業務開始届出書等がその効力を失った場合は、受理番号は欠番とし、補充は行わない

ものとする。この場合において当該届出事項を特定目的会社名簿から除却するものとす

る。

10Ａ－１－３ 変更届出書の受理

(1) 法第９条及び第１６６条の規定に基づく変更届出書についても、業務開始届出書等と同

様、原則として管轄財務局長等に直接提出されたものを受付けるものとする。

(2) 変更届出書の提出があった場合には、別紙様式１［特定目的会社 届出書類チェックリ

スト］又は別紙様式２［特定目的信託 届出書類チェックリスト］を参考に、当該変更届

出書の記載事項及び添付書類に不備がないことを確認し、受理するものとする。あわせて

次に掲げる事項について留意するものとする。

① 特定目的会社に係る変更届出について、新たに役員又は重要な使用人になった者が法

第６６条各号（法第８４条及び法第１４２条の３において準用する場合を含む。）のい

ずれかに該当することが明らかとなった場合には、届出者に対し、法第１５８条に規定

する違法行為等の是正命令等の措置を行うものとする。

② 資産の流動化に関する法律施行規則（以下「規則」という。）第２５条第１項に規定

する「その他の書類」とは、従前の業務開始届出書及びその添付書類並びに当該変更届

出書の提出の直前に行った検査の報告書の写しとするものとする。

また、変更後の主たる営業所を管轄する財務局長は、従前の業務開始届出書に新たな

受理番号を付記したうえ、当該受理番号を当該変更届出を行った特定目的会社に別紙様

式３により通知するとともに、当該特定目的会社に係る事項を特定目的会社名簿に登載

するものとする。

(3) 受理した変更届出書については、副本に受理印（受理年月日、届出番号に枝番を付けた

受理番号の入ったもの）を押して届出者に返却し、正本にも同じ受理印を押して保管する

ものとする。

(4) 資産流動化計画及び資産信託流動化計画（以下「計画」という。）において、特定資産

の取得時期や資産対応証券の発行時期に関して、例えば「業務開始届出提出後１ヶ月以内

を予定する」と記載してある場合、当該１ヶ月の期間内で当該行為を実施する日が確定し

たときは、「計画の変更」には当たらないが、当該１ヶ月以内に当該行為を実施すること

が不可能であることが確定したときは、当該１ヶ月の期間の満了を迎える前に所定の手続
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きにより「計画の変更」が実施されなければならないことに留意するものとする。特に、

特定資産の取得に関しては、「計画の変更」が実施されることなく計画に記載する特定資

産の取得が不能となった場合には、解散事由（法第１２１条第６号）に該当することにも

留意するものとする。

10Ａ－１－４ 業務終了届出及び廃業届出

(1) 法第１０条第１項の規定に基づく資産流動化計画に係る業務終了の届出書を受理したと

きは、当該届出書にかかる特定目的会社名簿に、同条第２項に掲げる事項を明瞭に付記す

るものとする。なお、当該届出のあった日から３年間、法第１１条の規定に基づく新計画

届出がなかった場合は、法第１５９条の規定において「解散を命ずることができる」とさ

れていることに留意するものとする。

(2) 法第１２条第１項の規定に基づく廃業の届出に添付する書類として規則第３０条柱書き

に規定する「資産流動化計画に基づく業務を結了する方法を記載した書類」とは、例えば

解散後の清算人によるＳＰＣの財産現況調査に基づき行われる残余財産の分配方法（具体

的な分配額を含む。）について記載した書面、破産管財人が作成した財産目録、貸借対照

表及び配当表等に基づき行われる配当について記載した書面等をいう。

10Ａ－１－５ 届出証明書の発行

業務開始届出を受理した特定目的会社から公的機関に提出する必要がある等の理由により

、その者の届出証明の申請があったときは、別紙様式４により特定目的会社届出証明を行う

ものとする。

10Ａ－１－６ 特定目的会社名簿の縦覧

規則第２２条の規定に基づく特定目的会社名簿の縦覧については、次により取り扱うもの

とする。

申請書に別紙様式５による名簿縦覧申請書の所定事項の記入を求めるものとする。

なお、他の財務局長が届出を受理した会社に係る縦覧申請があった場合には、当該他の

財務局長が受理した届出事項を照会のうえ、縦覧に応じるものとする。

名簿の縦覧日及び縦覧時間は、次のとおりとするものとする。

① 縦覧日は、土曜日及び日曜日、国民の祝日に関する法律第３条に規定する休日、１月

２日及び同月３日並びに１２月２９日から同月３１日までの日以外の日とする。

② 縦覧時間は、管轄財務局長が指定する時間内とする。
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③ 名簿の整理その他必要がある場合は、上記の縦覧日又は縦覧時間を変更することがで

きるものとする。

名簿は、管轄財務局長が指定する縦覧場所の外に持ち出すことができないものとする。

次に該当する縦覧者の縦覧を停止又は拒否することができるものとする。

① 上記 から 又は係員の指示に従わない者

② 名簿等を汚損若しくはき損し、又はそのおそれがあると認められる者

③ 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者

10Ａ－２ 届出等に関する定期報告等

10Ａ－２－１ 業務開始届出書等関係

(1) 受理した業務開始届出書等については、当該業務開始届出書等の第１面（受領印を押印

したもの）及び第２面の写しを、各月分をまとめて翌月末までに、監督部長あて送付する

ものとする。

(2) 廃業届出書（法第１２条）及び特定目的信託終了届出書（法第１６７条）については、

受理した都度、当該届出書の写しを監督部長あて送付するものとする。

10Ａ－２－２ 事業報告書

受理した事業報告書（法第１５５条）については、当該事業報告書及び添付書類として提

出された貸借対照表等に記載された事項を、別途定めるフォーマットに入力し、４月から９

月の間に営業年度が終了する特定目的会社にあっては翌年１月末までに、１０月から翌年３

月の間に営業年度が終了する特定目的会社にあっては７月末までに、監督部長あて提出する

ものとする。

10Ａ－２－３ 監督処分の通知

(1) 法第１５７条、第１５８条及び第１５９条の規定による監督処分を行った場合は、当該

命令の写しを監督部長あて送付するものとする。

(2) 法第１６０条の規定による公告を行った場合は、当該公告に係る官報の写しを監督部長
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あて送付するものとする。

10Ａ－３ ＳＰＣが行う附帯業務の範囲

特定目的会社が行うことができる業務として法第１４２条に定める「附帯業務」とは、資

産の流動化業務を行う上で必要不可欠な業務でありながら、「資産の流動化に係る業務」に

該当しないものをいう。例えば、資金の借入れ（特定目的借入れを除く）・返済、特定資産

の鑑定評価依頼等である。

なお、「附帯業務」は、業務開始届出書の提出前においても行うことができる。

10Ａ－４ オリジネーターによる資産対応証券の募集等の取扱い及び受益証券の募集等

法第１５０条の３の規定に基づく特定譲渡人による資産対応証券の募集等の取扱いの監督

においては、当該特定譲渡人が当該募集等の取扱いにより投資者に取得させた資産対応証券

を当該投資者から買い戻すには、証券取引法第２８条の登録（当該特定譲渡人が証券取引法

第６５条第１項に規定する銀行、信託会社その他政令で定める金融機関である場合にあって

は、証券取引法第６５条の２の登録）を要する場合もあることに留意するものとする。

また、法第２２５条の規定に基づく原委託者による受益証券の募集等の監督においては、

当該原委託者が当該募集等により投資者に取得させた受益証券を当該投資者から買い戻すに

は、証券取引法第２８条の登録（当該原委託者が証券取引法第６５条第１項に規定する銀行

、信託会社その他政令で定める金融機関である場合にあっては、証券取引法第６５条の２の

登録）を要する場合もあることに留意するものとする。

10Ａ－５ その他

租税特別措置法第８３条の７の規定に基づく登録免許税軽減のための同法施行規則第３１

条の９に規定する証明書の発行については、以下のとおり取り扱うものとする。

なお、租税特別措置法第８３条の７の規定の適用を受けることができる日は、当該特定資

産取得から１年を経過した日（初日不算入）であることに留意するものとする。

10Ａ－５－１ 所有権の移転の登記の登録免許税軽減に係る証明書の発行

特定目的会社からの証明申請書及び財務局長が発行する証明書は、別紙様式６による

ものとする。
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申請者に、証明申請書の所定の事項の記入を求めるとともに、申請書に記載された取

得日を確認するため、不動産売買契約書写し等の添付を求めるものとする。

証明申請書の提出があった場合には、申請書の記載事項につき、特定目的会社名簿、

業務開始届出時の添付書類及び証明申請書添付書類により、

① 申請者が法第３条第１項の規定による届出を行った特定目的会社であること

② 当該届出時に提出された資産流動化計画に資産対応証券を発行する旨の記載がある

こと

③ 当該届出時に提出された資産流動化計画において特定目的借入れについての定めが

あるときは、当該特定目的借入れの借入先が特定出資者ではないこと

④ 別紙様式６に記載された不動産が租税特別措置法第８３条の７に規定する特定不動

産等に該当し、当該特定目的会社が保有する特定資産の価額の合計額に占める特定不

動産等の価額の合計額の割合が百分の五十を超えていること

⑤ 当該不動産の取得日が添付書類により確認できる日付であること

を確認のうえ、証明書を発行するものとする。

10Ａ－５－２ 質権又は抵当権の移転の登記の登録免許税軽減に係る証明書の発行

特定目的会社からの証明申請書及び財務局長が発行する証明書は、別紙様式７による

ものとする。

申請者に、証明申請書の所定の事項の記入を求めるとともに、申請書に記載された取

得日を確認するため、債権譲渡契約書写し等の添付を求めるものとする。

証明申請書の提出があった場合には、申請書の記載事項につき、特定目的会社名簿、

業務開始届出時の添付書類及び証明申請書添付書類により、

① 申請者が法第３条第１項の規定による届出を行った特定目的会社である

こと

② 当該届出時に提出された資産流動化計画に資産対応証券を発行する旨の記載がある

こと

③ 当該届出時に提出された資産流動化計画において特定目的借入れについての定めが
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あるときは、当該特定目的借入れの借入先が特定出資者ではないこと

④ 別紙様式７に記載される不動産の質権又は抵当権が設定された指名金銭債権が租税

特別措置法第８３条の７に規定する特定不動産等に該当し、当該特定目的会社が保有

する特定資産の価額の合計額に占める特定不動産等の価額の合計額の割合が百分の五

十を超えている

こと

⑤ 当該指名金銭債権の取得日が添付書類により確認できる日付であること

を確認のうえ、証明書を発行するものとする。
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１０Ａ 特定目的会社（新ＳＰＣ、ＳＰＴ）関係

別紙様式１

〔特定目的会社 届出書類チェックリスト〕

受付日時 年 月 日（ : ） 商 号

来局者名 担当者名

℡ ℡

提出書類

①届出書（ 正本 写（１通） ）

○第１面 ○第２面 ○第３面 ○第４面

②添付書類

○定款

○資産流動化計画

○特定資産譲受の契約書又は予約契約書（調印済のもの）

○開発に係る契約書（開発型に限る）

○特定資産譲受業務委託契約書（規則第16条第7号ﾛの場合であって､取得する特定資産を一定の条件に基づき抽出する場合に限る｡）

○特定資産管理処分委託契約書又は予約契約書（規則第16条第7号ﾛの場合であって､取得する特定資産を一定の条件に基づき抽出する場合は､

当該委託に係る契約の契約書案）

○特定資産管理処分信託委託契約書案（信託設定する場合に限る）

○法第６条の承認があったことを証する書面

◎特定目的会社登記簿謄本

◎役員等の住民票の写し若しくは住民票の記載事項証明書又はこれらに代わる書面

◎役員等が欠格事由に該当しない旨の官公署の証明書（略称、証明書）

○役員等の履歴書

○誓約書

○特定社員の名簿及び親会社の株主又は社員の名簿

○特定資産の譲渡人が当該特定資産の権利者であることを証する書面

（注）◎…申請日前３月以内のもの

契約書については副本又は謄本であること

第１面

① 提出先 財務局長宛

② 届出者 ○住所（ 第２面 登記簿謄本 ）

○商号（ 第２面 登記簿謄本（商号等） ）

○代表者氏名（ 第２面 登記簿謄本（代表者） 誓約書 ）

○押印（ 有 無 ）

第２面

① ２．商号（ ふりがな ）

② ３．代表者の氏名（ ふりがな ）

③ ４．営業所（ 登記簿謄本 ）

④ ５．役員（ 第２面 登記簿謄本（役員） 住民票写 証明書 履歴書 ）

⑤ ６．重要使用人（ 住民票写 証明書 履歴書 ）
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⑥ ７．すべての特定社員の承認があった年月日（ 社員総会議事録等 ）

第３面（ 割合：特定出資の総額 登記簿謄本 所有割合１／10以上の社員のみ ）

第４面（ 第２面５．）

－２－



特定目的会社届出審査書（資産流動化計画以外）

届出者

審 査 項 目 審 査 結 果

１．特定目的会社であること

・特定目的会社は、その商号中に特定目的会社という文字

を用いなければならない。（法第16条）

（届出書、定款、登記簿謄本その他添付書類）

・新資産流動化法施行前に成立した特定目的会社は、旧法

の適用を受ける。（改正法附則第２条）

（登記簿謄本で平成12年11月30日以後成立を確認）

２．役員、使用人が成年被後見人、被保佐人、破産者等でな

いこと。（法第６６条１項１号又は２号）

・官公署の証明書等（添付書類）

３．役員、使用人が禁錮以上の刑の執行等から３年以内、Ｓ

ＰＣ法等の罰金刑の執行等から３年以内、解散命令を受け

たＳＰＣの解散命令日前30日以内に役員、使用人であった

者で、当該命令日から３年以内でないこと。（法第６６条

１項３号、４号又は５号）

・誓約書（添付書類）

４．役員、使用人が特定資産の譲渡人、特定資産の管理処分

業務の受託者、特定資産の管理処分を行わせるために設定

された信託の受託者、特定資産が信託の受益権である場合

の当該信託受託者又は特定持分信託の受託者（譲渡人、受

託者が法人の場合は、その役員）でないこと。（法第６６

条１項６号、７号、８号又は９号）

・誓約書、履歴書（添付書類）

５．定款に、○目的、○商号、○本店所在地、○特定資本の

額、○特定出資一口の金額、○公告の方法、○発起人の氏

名及び住所、○存立の時期又は解散の事由 が記載されて

いるか。（法第１８条２項）

・定款（添付書類）
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審 査 項 目 審 査 結 果

６．会計監査人の監査を必要とするＳＰＣについて、選任手

続は適正か。また、適格者を選任しているか。（法第８６

条１項、２項、４項、法第８７条１項及び２項）

・社員総会議事録等（添付書類）

７．特定資産譲受契約書に、譲渡人が当該資産に係る資産対

応証券に関する有価証券届出書等に記載すべき重要な事項

について譲受人たるＳＰＣに告知する義務を有する旨の記

載があるか。（法第１４３条）

・特定資産譲受契約書又は予約契約書（添付書類）

８．特定資産の管理・処分を信託会社等に委託する場合、当

該信託契約書に資産対応証券に係る有価証券届出書等に記

載すべき当該信託に係る信託財産の管理・処分に関する重

要な事項につき知った事実を遅滞なく受益者たる当該ＳＰ

Ｃに通知する義務を有する旨の記載があるか。

（法第１４４条２項１号）

・特定資産管理処分信託委託契約書案（添付書類）

９．著作権（令第２４条）の管理・処分について、文化庁長

官の許可を受けた者に信託することとなっているか。

（法第１４４条２項２号）

・特定資産管理処分信託委託契約書案（添付書類）

10．特定資産の管理・処分委託契約書に、受託者が、

○特定資産の分別管理義務

○ＳＰＣへの特定資産の管理・処分状況説明義務

○特定資産の管理・処分状況を記載した書類の備置及びＳ

ＰＣへの閲覧義務

○資産対応証券に係る有価証券届出書等に記載すべき資産

の管理・処分に関する重要な事項につき知った事実を遅

滞なくＳＰＣに通知する義務

○業務の再委託をする場合はＳＰＣの同意を得る義務

を有する旨の記載があるか。（法第１４４条５項）

・特定資産管理処分委託契約書又は予約契約書

（添付書類）
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審 査 項 目 審 査 結 果

11．信託受益権を特定資産として譲り受ける場合、当該信託

契約書に、当該信託の受託者が当該信託に係る信託財産の

管理・処分に関する重要な事項につき知った事実を遅滞な

く受益者に通知する義務を有する旨の記載があるか。

（法第１４５条）

・特定資産管理処分信託委託契約書案（添付書類）
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資産流動化計画の記載内容についてのチェックリスト

項 目 関連条文 審 査 す る 内 容 チェック欄

１．計画期間 法５条①一 資産流動化計画の計画期間（資産の流動化に係る業務の

規則11条一 開始期日から終了期日までの期間）の記載があるか。

規則11条二 資産の流動化に係る業務の開始期日として定める年月日

について記載があるか。

規則11条三 上記 及び について変更を禁止する場合は、その旨の

記載があるか。

法５条② 計画期間は、有価証券を除く動産（当該資産を信託する

令３条 信託の受益権を含む。以下同じ。）は２０年、特許権、実

用新案権等は２５年、これら以外の場合は５０年以内の期

間で定めているか。

２．優先出資 法５条①二イ 優先出資証券を発行する場合には、以下の事項について記

証券の発行 載があるか。

等に関する

事項 規則12条一 優先出資証券の発行を予定する場合はその旨の記載があ

るか。

規則12条二 総口数の最高限度について記載があるか。

規則12条三 優先出資の内容（利益の配当又は残余財産の分配の方法

を含む。）について記載があるか。

規則12条四 種類ごとの総口数の最高限度について記載があるか。

規則12条五 各発行ごとの発行時期について記載があるか。

規則12条六 各発行ごとの種類別の発行口数、発行価額及び募集等の

方法について記載があるか。

規則12条七 各発行により調達される資金の使途について記載がある

か。

－１－



項 目 関連条文 審 査 す る 内 容 チェック欄

規則12条八 優先出資社員以外の者に対する有利な発行に関する事項

その他の各発行ごとの発行条件について記載があるか。

規則12条九 優先出資の消却又は併合に関する事項として次に掲げる

事項について記載があるか。

同号イ 利益消却を予定する場合は、その旨の記載があるか。

同号ロ 簡易減資消却を予定する場合は、その旨及び簡易減資

消却について記載があるか。

同号ハ 仮清算消却を予定する場合は、仮清算消却について記

載があるか。

同号ニ 優先出資の併合について記載があるか。

規則12条十 単位未満優先出資に関する事項として次に掲げる事項に

ついて記載があるか。

同号イ 利益の配当又は法第 102条に規定する中間配当を行う

場合は、その旨の記載があるか。

同号ロ 単位未満優先出資証券の発行について記載があるか。

同号ハ その他単位未満優先出資について記載があるか。

規則12条十一 優先資本の減少に関する事項として次に掲げる事項につ

いて記載があるか。

同号イ 優先出資の減少を禁止する場合は、その旨の記載があ

るか。

同号ロ 取締役の決定をもって優先資本の減少を行うことを予

定する場合は、その旨の記載があるか。また、

①各優先資本の減少を行う目的、要件、方法及び時期の

記載があるか。

②各優先資本の減少の額又はその計算方法の記載がある

か。
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項 目 関連条文 審 査 す る 内 容 チェック欄

③各優先資本の減少の対象となる優先出資の種類の記載

があるか。

規則40条一 種類等を異にする優先出資証券を発行する場合は、資産

流動化計画に発行時期、利益の配当、消却、残余財産の分

配その他の事項について種類の異なる優先出資証券を発行

する旨の記載があるか。

規則12条十二 上記 ～ の内容が確定していない場合には、その内容

を確定するための要件及び手続が記載されているか。

規則12条十三 上記 ～ 及び について変更があり得る場合は、その

旨及び変更を行うための条件について記載があるか。

規則12条十四 上記 ～ 、 及び について変更を禁止する場合は、

その旨の記載があるか。

３．特定社債 法５条①二ロ 特定社債券を発行する場合には、以下の事項について記

券の発行等 載されているか。

に関する事

項 規則13条一 特定社債券（転換特定社債、新優先出資引受権付特定社

債を含む。以下同じ。）の発行を予定する場合は、その旨

の記載があるか。

規則13条二 特定社債券の総額（発行予定残高の上限。以下同じ。）

について記載があるか。

規則13条三 特定社債（転換特定社債及び新優先出資引受権付特定社

債（以下「転換特定社債等」という。）を含む。）の内容

について記載があるか。

規則13条四 発行時期について記載があるか。

規則13条五 各発行ごとの発行価額（転換特定社債等を発行する場合

は、その内訳を含む。）及び募集等の方法について記載が

あるか。
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項 目 関連条文 審 査 す る 内 容 チェック欄

規則13条六 各発行により調達される資金の使途について記載がある

か。

規則13条七 特定社債に係る信用補完又は流動性補完の概要について

記載があるか。

規則13条八 元本の償還及び利息の支払の方法及び期限について記載

があるか。

規則13条九 期限前償還を予定する場合は、その内容（期限前償還の

対象となる特定社債券の範囲、期限前償還の要件及び利息

の計算方法を含む。）について記載があるか。

規則13条十 特定社債管理会社（各特定社債の金額が一億円未満の場

合）又は担保附社債信託法に定める信託会社（物上担保が

付される場合に限る。）の商号について記載があるか。

規則13条十一 特定社債の全部又は一部の種類について先取特権を付さ

ないこととする場合はその旨の記載があるか。

規則13条十二 特定社債権者集会に関する事項（特定社債権者集会の決

議事項を含む。）について記載があるか。

法５条①二ハ 転換特定社債券に関する事項として次に掲げる事項の記

規則13条十三 載があるか。

同号イ 総額について記載があるか。

同号ロ 転換の条件について記載があるか。

同号ハ 転換によって発行すべき優先出資の内容について記載

があるか。

同号ニ 転換を請求することができる期間について記載がある

か。

同号ホ 優先出資社員以外の者に対する有利な発行に関する事

項について記載があるか。
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項 目 関連条文 審 査 す る 内 容 チェック欄

法５条①二ニ 新優先出資引受権付特定社債券に関する事項として次に

掲げる事項の記載があるか。

同 総額について記載があるか。

同 各新優先出資引受権付特定社債に付する新優先出資

の引受権（以下「引受権」という。）の内容について

記載があるか。

同 引受権を行使することができる期間について記載が

あるか。

同 引受権のみを譲渡することができることとする場合

は、その旨の記載があるか。

同 引受権を行使しようとする者の請求があるときは、

新優先出資引受権付特定社債の償還に代えてその発行

価額をもって新優先出資に対する全額の払込みがあっ

たものとする旨の記載があるか。

同 利益の配当については、上記 の払込みを行った時

の属する営業年度又はその前営業年度終了の日におい

て新優先出資の発行があったものとみなす旨の記載が

あるか。

同 及び 新優先出資引受権付特定社債について優先出資社員

規則13条 以外の者に対する有利な発行について記載があるか。

十四

規則40条二 種類等を異にする特定社債券を発行する場合は、資産流

動化計画に発行時期、利息の支払、元本の償還その他の事

項について種類の異なる特定社債券を発行する旨の記載が

あるか。

規則13条十五 上記 ～ 、 の ～ 及び の ～ について内容が

確定していない場合は、その内容を確定するための要件及

び手続について記載があるか。
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項 目 関連条文 審 査 す る 内 容 チェック欄

規則13条十六 上記 ～ 、 、 の 及び の について変更があり

得る場合は、その旨及び変更を行うための条件について記

載があるか。

規則13条十七 上記 ～ 、 及び について変更を禁止する場合はそ

の旨の記載があるか。

４．特定約束 法５条①二ホ 特定約束手形を発行する場合には、以下の事項について記

手形の発行 載があるか。

等に関する

事項 規則14条一 特定約束手形の発行を予定する場合は、その旨の記載が

あるか。

規則14条二 限度額（発行予定残高の上限）について記載があるか。

規則14条三 特定約束手形の内容について記載があるか。

規則14条四 発行時期について記載があるか。

規則14条五 各発行ごとの発行価額について記載があるか。

規則14条六 各発行により調達される資金の使途について記載がある

か。

規則14条七 約束手形に係る信用補完又は流動性補完の概要について

記載があるか。

規則14条八 償還の方法及び期限について記載があるか。

法 149条一 次に掲げるすべての要件を満たしているか。

同号イ 約束手形の発行の目的が、特定資産を取得するために

必要な資金を調達するものである旨の記載があるか。

同号ロ 資産流動化計画においてその発行の限度額が記載され

ているか。
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項 目 関連条文 審 査 す る 内 容 チェック欄

同号ハ 資産流動化計画において、特定約束手形の発行期間中

規則39条 に取得する特定資産の内容（取得する特定資産を一定の

一 条件に基づき抽出する場合は、その抽出条件）及び取得

時期（取得を一定の事由の発生に係らしめる場合は、そ

の事由）の具体的な記載があるか。

規則39条 規則16条７号ロの場合であって、取得する資産を一定

二イ の条件に基づき抽出する場合は、発行を予定する特定約

束手形について指定格付機関（当該特定約束手形の発行

を予定する特定目的会社が保有する特定資産の価格を調

査した指定格付機関を除く。）から金融庁長官の指定す

る格付を取得している旨の記載があるか。

規則39条 上記 以外の場合で、信用補完が講じられている旨又

二ロ は発行を予定する特定約束手形について指定格付機関（

当該特定約束手形の発行を予定する特定目的会社が保有

する特定資産の価格を調査した指定格付機関を除く。）

から金融庁長官の指定する格付を取得している旨の記載

があるか。

規則14条九 上記 ～ の内容が確定していない場合は、その内容を

確定するための要件及び手続について記載があるか。

規則14条十 上記 ～ の変更があり得る場合は、その旨及び変更を

行うための条件について記載があるか。

規則14条十一 上記 ～ 、 及び の変更を禁止する場合は、その旨

の記載があるか。

５．特定目的 法第５条①二 特定目的借入れを予定する場合には、以下の事項について

借入れに関 ヘ 記載があるか。

する事項

規則15条一 特定目的借入れを行うことを予定する場合は、その旨の

記載があるか。

規則15条二 限度額について記載があるか。
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項 目 関連条文 審 査 す る 内 容 チェック欄

規則15条三 各借入に関する事項として次に掲げる事項の記載がある

か。

同号イ 借入金額について記載があるか。

同号ロ 借入先（適格機関投資家に限る。）について記載があ

るか。

同号ハ 借入条件（弁済期及び弁済方法に関することを含む。

）について記載があるか。

同号ニ 借入金の使途について記載があるか。

同号ホ 担保設定について記載があるか。

規則15条四 上記 の内容が確定していない場合は、その内容を確定

するための要件及び手続について記載があるか。

規則15条五 上記 及び について変更があり得る場合は、その旨及

び変更を行うための条件が記載されているか。

規則15条六 上記 ～ について変更を禁止する場合は、その旨の記

載があるか。

６．特定資産 法第５条①三 施行規則別表「特定資産の内容の記載事項表」の「特定

に関する事 規則16条一 資産の内容」欄に掲げる事項について記載があるか。

項

規則16条二 特定資産の権利の移転について記載があるか。

規則16条三 特定資産の取得時期について記載があるか。

規則16条四 特定資産の取得価格（特定資産の価格を知るために必要

な事項の概要、特定資産の価格につき調査した結果並びに

当該調査を行った者の氏名又は名称（特定資産が不動産の

場合は鑑定評価を行った者の氏名又は名称を含む。）及び

当該調査に係る資格を含む。）について記載があるか。

－８－



項 目 関連条文 審 査 す る 内 容 チェック欄

規則16条五 特定資産の譲渡人（開発型の場合は、当該開発に係る契

約を特定目的会社と締結した者）の氏名又は名称及び住所

について記載があるか。

規則16条六 の場合で、取得する特定資産を一定の条件に基づき抽

出する場合は、特定資産の譲受けに係る業務の委託契約を

特定目的会社と締結した者の氏名又は名称及び住所につい

て記載があるか。

規則16条七イ 【開発型の場合】

上記 ～ の内容が確定していない場合は、その内容を

確定するための要件及び手続について記載があるか。

規則16条七ロ 【プログラム発行スキームの場合】

次に掲げる要件のすべてを満たす場合で上記 ～ の内

容が確定していない場合は、その内容を確定するための要

件及び手続について記載があるか。

同 取得する特定資産が指名金銭債権若しくは約束手形又

はこれらを信託する信託の受益権のみである旨の記載が

あるか。

同 発行を予定する資産対応証券が特定約束手形のみであ

る旨の記載があるか。

同 特定目的借入れを行わない旨の記載があるか。

同 資産流動化計画に上記 及び について変更を禁止す

る旨の定めの記載があるか。

規則16条八 上記 ～ （ は、開発型又は の場合であって、取得

する特定資産を一定の条件に基づき抽出する場合に限る。

）の変更を禁止する場合は、その旨の記載があるか。

７．特定資産 法５条①四 特定資産の処分の方法（特定資産を貸し付け、譲渡し、

の管理等に 規則17条一 交換し、又は担保に供することを予定する場合は、その旨

関する事項 及びその内容（時期及び理由を含む。）を含む。）につい

て記載があるか。

－９－



項 目 関連条文 審 査 す る 内 容 チェック欄

規則17条二 特定資産の管理及び処分に係る業務を行わせるための信

託の受託者又は受託予定者（以下「受託者等」という。）

の氏名又は名称、営業所又は事務所の所在地その他の受託

法 147条 者等について（特定資産が不動産の場合、当該受託者等が

不動産特定共同事業法第６条各号のいずれにも該当しない

者である旨の記載を含む。）記載があるか。

規則17条三 受託者等が特定資産について行う業務の種類、内容並び

に資産対応証券保有者、特定目的借入れに係る債権者及び

特定社債管理会社（特定社債に物上担保を付した場合は担

保附社債信託法に規定する信託会社）の利害に関する事項

について記載があるか。

規則17条四 上記 ～ の内容が確定していない場合は、その内容を

確定するための要件及び手続きが記載されているか。

規則17条五 上記 ～ の変更があり得る場合は、その旨及び変更を

行うための条件について記載があるか。

規則17条六 上記 ～ について変更を禁止する場合にはその旨の記

載があるか。

８．資金の借 法第５条①五 限度額（借入予定残高の上限）について記載があるか。

入れに関す 規則18条一

る事項 規則18条二 借入資金の使途について記載があるか。

規則18条三 各借入れに係る次に掲げる事項について記載があるか。

同号イ 借入金額について記載があるか。

同号ロ 借入先（資産流動化計画にあらかじめ定められた方法

に基づき特定社債、特定約束手形又は特定目的借入れに

係る債務の履行に充てる場合を除き適格機関投資家に限

る。）について記載があるか。

同号ハ 借入条件（弁済期及び弁済方法に関することを含む。

）について記載があるか。

－１０－



項 目 関連条文 審 査 す る 内 容 チェック欄

同号ニ 担保設定について記載があるか。

規則18条四 上記 の内容が確定していない場合は、その内容を確定

するための要件及び手続が記載されているか。

規則18条五 上記 び について変更があり得る場合は、その旨及び

変更を行うための条件が記載されているか。

規則18条六 上記 ～ の変更を禁止する場合は、その旨の記載があ

るか。

９．その他資 法５条①六 資産流動化計画の概要について記載があるか。

産流動化計 規則19条一

画記載事項 規則19条二 特定社員があらかじめ利益の配当又は残余財産の分配を

受ける権利を放棄する場合は、その旨の記載があるか。

規則19条三 発行される優先出資又は特定社債について少人数私募を

行う場合には、資産流動化計画を優先出資申込証又は特定

社債申込証に添付する旨の記載があるか。

規則19条四 資産流動化計画に記載される事項のうち、発行される資

産対応証券に関する事項又は特定目的借入れに関する事項

の内容を変更するための手続及び当該事項の内容が確定し

ていない場合における当該内容を確定するための手続は当

該発行が行われる前に行うものとする旨の記載があるか。

規則19条五 特定約束手形を発行し又は特定目的借入れを行っている

場合であって、社員総会の決議により資産流動化計画の変

更を行うときは、反対する特定約束手形の所有者又は特定

目的借入れに係る債権者に対する債務の弁済をするための

相当の財産の信託が完了した後で行う旨の記載があるか。

規則19条六 資産流動化計画に基づく業務が終了した後新たな資産流

動化計画に基づく業務を行うことを予定する第一種特定目

的会社にあっては、その旨及び特定社債、特定約束手形及

び特定目的借入れに係る債務の履行の完了時において残存

する財産を処理する方法の記載があるか。

－１１－



項 目 関連条文 審 査 す る 内 容 チェック欄

規則19条七 資産流動化計画に基づく業務が終了した後新たな資産流

動化計画に基づく業務を行うことを予定する第二種特定目

的会社にあっては、その旨及び仮清算消却の完了時におい

て残存する財産を処理する方法の記載があるか。

規則19条八 特定目的会社が資産対応証券の発行又は資金の借入れ

（特定目的借入れを含む。）を行う前において債務を負担

する場合は、各債務の内容、額、債権者に関する事項その

他特定目的会社が負担する債務に関する事項の記載がある

か。

規則19条九 法第 142条に規定する附帯業務に関する事項の記載があ

るか。

規則19条十 外国為替相場の変動による影響、資産の流動化に係る法

制度の概要、資産の流動化に係るデリバティブ取引の利用

の方針その他投資者保護の観点から記載が必要な事項が記

載されているか。

規則19条十一 上記 及び の内容が確定していない場合は、その内容

を確定するための要件及び手続の記載があるか。

規則19条十二 上記 ～ について変更を禁止する場合は、その旨の記

載があるか。

－１２－



１０Ａ 特定目的会社（新ＳＰＣ、ＳＰＴ）関係

別紙様式２

〔特定目的信託 届出書類チェックリスト〕

受付日時 年 月 日（ : ） 商 号

来局者名 担当者名

℡ ℡

提出書類

①届出書（ 正本 写（１通） ）

○第１面 ○第２面

②添付書類

○特定目的信託契約書案

○資産信託流動化計画

○特定資産管理処分委託契約書案（第三者に委託する場合のみ）

○特定資産の開発に係る契約書案（開発型に限る）

○特定資産譲受契約書案（特定目的信託契約締結後特定資産を取得する場合のみ）

第１面

① 提出先 財務局長宛

② 届出者 ○住所（ 第２面 ）

○商号（ 第２面 ）

○代表者氏名（ 第２面 ）

○押印（ 有 無 ）

第２面

① １．商号（ ふりがな ）

② ２．代表者の氏名（ ふりがな ）

③ ３．本店の所在地（ チェック済 ）

④ ４．役員（ 第２面 （代表者） ）



特定目的信託契約締結届出審査書（資産信託流動化計画以外）

届出者

審 査 項 目 審 査 結 果

１．特定目的信託の受託者（届出者）が信託会社等であるか

・特定目的信託契約は信託会社等を受託者とするものでな

ければ締結することができない（法１６２条）

２．特定目的信託契約である旨規定されているか

（法第１６８条１号）

・特定目的信託契約書案（添付書類）

３．原委託者の義務に関する事項が規定されているか

（法第１６８条３号）

・特定目的信託契約書案（添付書類）

４．受託信託会社等に対する費用の償還及び損害の補償に関

する事項が規定されているか （法第１６８条４号）

・特定目的信託契約書案（添付書類）

５．信託報酬の計算方法並びにその支払の方法及び時期に関

する事項が規定されているか （法第１６８条５号）

・特定目的信託契約書案（添付書類）

６．公告の方法について規定されているか

（法第１６８条６号）

・特定目的信託契約書案（添付書類）

７．権利者集会の決議事項、決議の方法、議決権その他権利

者集会に関する事項が規定されているか

（規則第６３条１号）

・特定目的信託契約書案（添付書類）

８．代表権利者に対する報酬その他の代表権利者に関する事

項が規定されているか （規則第６３条２号）

・特定目的信託契約書案（添付書類）



審 査 項 目 審 査 結 果

９．特定信託管理者の選任その他の特定信託管理者に関する

事項が規定されているか （規則第６３条３号）

・特定目的信託契約書案（添付書類）

10．特定目的信託契約終了の事由に関する事項が規定されて

いるか （規則第６３条４号）

・特定目的信託契約書案（添付書類）

11．その他重要な事項について規定されているか

（規則第６３条５号）

・特定目的信託契約書案（添付書類）

12．特定資産の管理・処分について受託信託会社等に対して

指図を行うことができない旨規定されているか

（法１６９条１号）

・特定目的信託契約書案（添付書類）

13．令第２６条に規定する著作権の管理・処分について、仲

介業務法第２条に規定する文化庁長官の許可を受けた業者

に信託する旨規定されているか

（法１６９条２号、令２６条）

・特定目的信託契約書案（添付書類）

14．原委託者は、信託した財産に係る受益証券に関する有価

証券届出書等に記載すべき重要な事項につき、受託信託会

社等に告知しなければならない旨規定されているか

（法１６９条３号）

・特定目的信託契約書案（添付書類）

15．社債的受益証券の発行を予定する場合には、

○当該種類以外の受益権を定めること

○信託財産の管理又は処分により得られる利益から配当を

行う時期及び配当を行う時期ごと配当額をあらかじめ定

めること

○利益配当は６月ごと又は１年毎に行うこと

○利益配当の額は一の社債的受益権ごとに均一とすること



審 査 項 目 審 査 結 果

○社債的受益権の額は変更することなく、当該元本の償還

は当該社債的受益権に係る最後の配当を行う時期に一括

して行うこと

○受託信託会社等は、社債的受益権に係る金銭の分配を行

うための資金の借入れ又は費用の負担を行わないこと

○配当又は元本償還ができない場合は、特定目的信託を終

了させること

が条件として規定されているか

（法第１６９条４号、令第３２条、規則第３０条）



資産信託流動化計画の記載内容についてのチェックリスト

項 目 関連条文 審 査 す る 内 容 チェック欄

契約期間 法 165条①一 有価証券を除く動産（当該資産を信託する信託の受益権

法 165条② を含む。以下同じ。）は２０年、特許権、実用新案権等は

令27条 ２５年、これら以外の場合は５０年以内の期間で定められ

規則54条一 ているか。

規則54条二 特定目的信託契約の締結日について記載があるか。

規則54条三 契約締結日と当該契約の効力発生日が異なり得る場合に

は、効力発生日又は効力発生の条件が記載されているか。

規則54条四 上記 及び について変更を禁止する場合はその旨の記

載があるか。

特定資産 法 165条①二 施行規則別表「特定資産の内容の記載事項表」の「特定

に関する事 規則55条一 資産の区分」に応じ、「特定資産の内容」に掲げる事項の

項 記載があるか。

規則55条二 特定資産の権利の移転（特定資産の譲渡及び信託に係る

対抗要件の具備に関する事項を含む。）に関することにつ

いて記載があるか。

規則55条三 特定目的信託契約の締結日以後特定資産を取得すること

を予定している場合、取得予定日の記載があるか。

規則55条四 特定資産の価額（特定資産の価額を知るために必要な事

項の概要、特定資産の価額につき調査した結果（資産の種

類ごとの内訳を含み、特定資産が不動産であるときは、不

動産鑑定士による鑑定評価を踏まえて調査したものに限る

。）及び特定資産が不動産であるときは、鑑定評価を行っ

た者の氏名又は名称を含む。）

規則55条五 特定目的信託の原委託者（開発型の場合は、当該開発に

係る契約を受託信託会社等と締結する者を含む。）の氏名

又は名称及び住所について記載があるか。

－１－



項 目 関連条文 審 査 す る 内 容 チェック欄

規則55条六 上記 ～ （開発型の場合に限る）について内容が確定

していない場合は、その内容を確定するための要件及び手

続の記載があるか。

規則55条七 上記 ～ （ については、開発により特定資産を取得

する場合において、当該開発に係る契約を受託信託会社等

と締結する者に係る事項に限る。）の変更を禁止する場合

は、その旨の記載があるか。

信託受益 法 165条①三 受益証券の権利者に分配すべき金銭に係る計算期日につ

権に関する イ いて記載があるか。

事項 規則56条①一

イ

規則56条①一 受益証券の権利者に分配すべき金銭の計算方法、分配時

ロ 期及び分配場所の記載があるか。

規則56条①二 異なる種類の内容の受益権を定める場合は、次に掲げる

事項について記載があるか。

同号イ 各受益権の償還に関する事項（償還期間及び償還方法

を含む。）について記載があるか。

同号ロ 信託期間中の金銭の分配に係る優先的又は劣後的内容

について記載があるか。

同号ハ 信託終了時の金銭の分配に係る優先的又は劣後的内容

についての記載があるか。

同号ニ 社債的受益権を定める場合は、その旨並びに各社債的

受益権ごとの令第30条第１号の配当を行う時期及び配当

額並びに元本の額について記載があるか。

法 165条①三 特定資産に対する持分（以下「元本持分」という。）を

ロ 有する種類の受益権であって種類の異なるものを定める場

合は、各受益権の種類ごとの元本持分、元本持分を有しな

い種類の受益権を定める場合は、特定目的信託契約の期間

中における特定資産の管理又は処分により得られる利益に

対する持分についての記載があるか。

－２－



項 目 関連条文 審 査 す る 内 容 チェック欄

法 165条①三 受益権の分割又は併合について記載があるか。

ハ

規則56条②一

規則56条②二 受益権の転換について記載があるか。

規則56条②三 原委託者が特定目的信託の契約締結時において有する受

益証券について行う募集等の方法について記載があるか。

規則56条②四 上記 ～ の内容が確定していない場合は、その内容を

確定するための要件及び手続

規則56条②五 上記 の ～ 及び について変更があり得る場合は、

その旨及び変更を行うための条件について記載があるか。

規則56条②六 上記 の ～ 、 ～ に係る変更の禁止に関する次に

掲げる事項について記載があるか。

同号イ 上記 の について変更を禁止する旨の記載があるか

。

同号ロ 上記 以外の変更を禁止する場合は、その旨の記載が

あるか。

特定資産 法 165条①四 特定資産の処分の方法（特定資産を貸し付け、譲渡し、

の管理・処 規則57条一 交換し、又は担保に供することを予定する場合は、その旨

分に関する 及びその内容（時期及び理由を含む。）について記載があ

事項 るか。

規則57条二 特定資産の管理及び処分に係る業務を受託信託会社等以

外の者に委託する場合は、その受託者又は受託予定者（以

下「受託者等」という。）の氏名又は名称、営業所又は事

務所の所在地その他の受託者等について記載があるか。

規則57条三 受託信託会社等又は受託者等が特定資産について行う業

務の種類及び内容並びに受益証券の権利者の利害に関する

事項（特定資産が指名金銭債権の場合は、その回収の方法

も含む。）について記載があるか。

－３－



項 目 関連条文 審 査 す る 内 容 チェック欄

規則57条四 上記 ～ について内容が確定していない場合は、その

内容を確定するための要件及び手続の記載があるか。

規則57条五 上記 ～ について変更があり得る場合は、その旨及び

変更を行うための条件の記載があるか。

規則57条六 上記 ～ の変更を禁止する場合は、その旨の記載があ

るか。

資金の借 法 165条①五 受託信託会社等が資金の借入れを予定する場合は、次に

入れ又は費 規則58条一 掲げる事項について記載があるか。

用の負担に

関する事項 同号イ 限度額（借入予定残高の上限）について記載があるか

。

同号ロ 借入金の使途について記載があるか。

同号ハ 各借入れについて次に掲げる事項の記載があるか。

イ 借入金額の記載があるか。

ロ 借入先の記載があるか。

ハ 借入条件（弁済期及び弁済方法に関することを含む

。）について記載があるか。

ニ 担保設定について記載があるか。

規則58条二 受託信託会社等が特定目的信託の信託事務を処理するた

めに費用の負担を予定する場合には、次に掲げる事項につ

いて記載があるか。

同号イ 受託信託会社等が負担する費用（債務を含む。以下同

じ。）の総額（負担予定費用の上限。以下同じ。）につ

いて記載があるか。

同号ロ 受託信託会社等が負担する費用の種類及び当該種類ご

との総額について記載があるか。

－４－



項 目 関連条文 審 査 す る 内 容 チェック欄

同号ハ 受託信託会社等が負担する費用の償還方法について記

載があるか。

規則58条三 受託信託会社等が特定信託管理者に支払うべき報酬、そ

の事務処理のために要する費用及び利息並びに損害賠償額

について信託財産に関する費用として負担することを予定

する場合は、次に掲げる事項について記載があるか。

同号イ 受託信託会社等が負担する費用の総額について記載が

あるか。

同号ロ 受託信託会社等が負担する費用の種類及び当該種類ご

との総額について記載があるか。

同号ハ 受託信託会社等が負担する費用の償還方法について記

載があるか。

規則58条四 上記 の 及び 、 の 及び 並びに の 及び の

内容が確定していない場合は、その内容を確定するための

要件及び手続について記載があるか。

規則58条五 上記 の 及び 、 の 及び 並びに の 及び に

ついて変更があり得る場合は、その旨及び変更を行うため

の条件について記載があるか。

規則58条六 上記 ～ について変更を禁止する場合は、その旨の記

載があるか。

その他の 法 165条①六 資産信託流動化計画の概要について記載があるか。

資産信託流 規則59条一

動化計画記 規則59条二 受託信託会社等が原委託者から特定目的信託の信託財産

載事項 として金銭を取得する場合は、その額及び使途について記

載があるか。

規則59条三 特定資産以外の信託財産（受託信託会社等が原委託者か

ら特定目的信託の信託財産として取得した金銭及び特定資

産の管理又は処分により得られる金銭を除く。）の管理及

び処分について記載があるか。

－５－



項 目 関連条文 審 査 す る 内 容 チェック欄

規則59条四 受託信託会社が毎年１回一定の期日に作成する貸借対照

表、損益計算書、信託財産の管理及び運用に係る報告書並

びにその附属明細書の作成期日について記載があるか。

規則59条五 信託期間中に特定資産の管理又は処分により得られた利

益を特定資産とすること（利益の特定資産組入れ）を予定

する場合は、その旨及び利益の特定資産組入れについて記

載があるか。

規則59条六 受益証券について少人数私募を行う場合は、特定目的信

託の契約書及び資産信託流動化計画の謄本又は抄本を当該

少人数私募の相手方に交付する旨の記載があるか。

規則59条七 上記 の 、 、 の ～ 及び ～ の内容を変更す

るための手続並びに当該事項の内容が確定していない場合

における当該内容を確定するための手続は，原委託者が特

定目的信託契約の締結時において有する受益証券を最初に

譲渡する前に行うものとする旨の記載があるか。

規則59条八 外国為替相場の変動による影響、資産の流動化に係る法

制度の概要、資産の流動化に係る法制度の概要、資産の流

動化に係るデリバティブ取引の利用の方針その他の受益証

券の権利者の保護の観点から必要な事項の記載があるか。

規則59条九 上記 及び の内容が確定していない場合は、その内容

を確定するための要件及び手続の記載があるか。

上記 ～ について変更を禁止する場合は、その旨の記

載があるか。

－６－



別紙様式３（ひな型） （日本工業規格Ａ４）

（商 号）

（代表者の氏名） 殿

財務（支）局長 印

新 受 理 番 号 通 知 書

年 月 日付で 財務（支）局長に届出のあった「主たる営業所

の所在地変更」に基づき、従前の業務開始届出に下記のとおり新たな受理番号を付

記したので通知します。今後、当財務（支）局への届出等をする場合には同受理番

号を記載願います。

記

新受理番号 財務（支）局長（ ）第 号



別紙様式４（ひな型） （日本工業規格Ａ４）

特定目的会社届出証明書

年 月 日

財務（支）局長 殿

申請者 商号又は名称

代表者の氏名 印

下記のとおり、資産の流動化に関する法律第３条の規定により業務開始届出を行った

ことを証明願います。

使 用 目 的

提 出 先

記

商 号 又 は 名 称

代 表 者 の 氏 名

申 請 者 の 住 所

届 出 年 月 日 年 月 日

届 出 受 理 番 号 財務（支）局長（ ）第 号

廃 業 年 月 日 年 月 日

上記のとおり相違ないことを証明する。

年 月 日

財務（支）局長 印



別紙様式５（ひな型） （日本工業規格Ａ４）

特定目的会社名簿縦覧申請書

年 月 日

財務（支）局長 殿

縦覧の目的

受理番号 特 定 目 的 会 社 の 商 号 貸出印 返却印

上記特定目的会社名簿を縦覧したいので申請します。

申請者氏名

住所

電話番号 （ ）

貸出 時 分

職業

返却 時 分



別紙様式６（ひな型） （日本工業規格Ａ４）

証 明 申 請 書

平成 年 月 日

財務（支）局長 殿

申請者 本 店

商 号 （会社名）

取締役 （氏名） 印

申請者が から 年 月 日をもって取得をした別紙記載の不

動産に関する所有権の移転の登記につき、租税特別措置法第８３条の７の規定の適用

を受けたいので、租税特別措置法施行規則第３１条の９に規定する事項を証する書類

の交付を申請します。

添付書類：不動産売買契約書（写) 等、申請者が当該登記に係る不動産の所有権を

取得した日を確認することができるもの

証 明 書

１．申請者は、租税特別措置法（以下「法」という。）第８３条の７第１号に掲げる

要件を満たしている特定目的会社である。

２．申請者による からの別紙記載の不動産の取得は、法第８３条の７に

規定する資産の流動化に関する法律第２条第４項の資産流動化計画に基づくもので

あり、取得した当該不動産は、法第８３条の７第２号に掲げる要件を満たす同条に

規定する特定不動産等に該当する。

３．申請者が上記２．の所有権を取得したのは平成 年 月 日であり、この

証明書により法第８３条の７の規定の適用を受けることができる期限は平成 年

月 日である。

以上のとおり証明する。

平成 年 月 日

財務（支）局長 〇〇 〇〇 印



（別 紙）

［不動産の表示］

土 地 の 所 在 地番 地目 地 積

㎡

建 物 の 所 在 家屋番号 種類 構造 床面積

㎡

（注）表示内容については、いずれも登記簿の記載に合わせて記載する。



別紙様式７（ひな型） （日本工業規格Ａ４）

証 明 申 請 書

平成 年 月 日

財務（支）局長 殿

申請者 本 店

商 号 （会社名）

取締役 （氏名） 印

申請者が から 年 月 日をもって取得をした指名金銭債権

に伴う別紙記載の不動産の質権又は抵当権の移転の登記につき、租税特別措置法第

８３条の７の規定の適用を受けたいので、租税特別措置法施行規則第３１条の９に規

定する事項を証する書類の交付を申請します。

添付書類：債権譲渡契約書（写) 等、申請者が当該登記に係る指名金銭債権を取得

した日を確認することができるもの

証 明 書

１．申請者は、租税特別措置法（以下「法」という。）第８３条の７第１号に掲げる

要件を満たしている特定目的会社である。

２．申請者による からの別紙記載の不動産の質権又は抵当権が設定され

た指名金銭債権の取得は、法第８３条の７に規定する資産の流動化に関する法律第

２条第４項の資産流動化計画に基づくものであり、取得した当該指名金銭債権は、

法第８３条の７第２号に掲げる要件を満たす同条に規定する指名金銭債権に該当す

る。

３．申請者が上記２．の指名金銭債権を取得したのは平成 年 月 日であり、

この証明書により法第８３条の７の規定の適用を受けることができる期限は平成

年 月 日である。

以上のとおり証明する。

平成 年 月 日

財務（支）局長 〇〇 〇〇 印



（別 紙）

［質権又は抵当権の表示］

１． 設定されている権利の種類 〇〇権

２． 設定年月日 （元号）〇年〇月〇日

３． 受付番号 第〇号

４． 債権額又は極度額 金 〇〇 円

５． 順位番号 〇 番

住 所 主たる事務所
６． 質権者又は抵当権者 又は

氏 名 名称又は商号

［不動産の表示］

土 地 の 所 在 地番 地目 地 積

㎡

建 物 の 所 在 家屋番号 種類 構造 床面積

㎡

（注）表示内容については、いずれも登記簿の記載に合わせて記載する。


